
岩手県市町村総合事務組合規則第５号（令和６年２月16日公布） 

 

   市町村交通災害共済条例施行規則の一部を改正する規則 

 市町村交通災害共済条例施行規則（平成７年岩手県市町村総合事務組合規則第10号）の

一部を次のように改正する。 

改   正   前 改   正   後 
 

 （共済見舞金等の請求） 

第４条 災害共済見舞金（以下「共済見舞金」

という。）を請求するときは、共済見舞金請

求書（別記様式第５号）に、次の各号に掲げ

る書類を添付して支部に提出しなければなら

ない。ただし、死亡又は条例第７条第２項に

規定する自賠法施行令における第１級、第２

級の後遺障害（以下「自賠法施行令における

第１級、第２級の後遺障害」という。）若し

くは同項に規定する身障者福祉法施行規則に

おける１級の身体障害（以下「身障者福祉法

施行規則における１級の身体障害」という。

）に該当したことによる請求の場合は、支部

を経由して組合に提出しなければならない。 

 (1)～(7) （略） 

 (8) 印鑑登録証明書（請求者及び前号に規定

する委任状を添付する場合の委任者のもの

とし、傷害による場合を除く。） 

 (9) その他組合の管理者（以下「管理者」と

いう。）が必要と認める書類 

２・３ （略） 

４ 条例第16条に規定する葬祭費を請求すると

きは、葬祭費請求書（別記様式第11号）に、

第１項第１号から第５号まで及び第９号に掲

げる書類を添付して支部に提出しなければな

らない。 

 

 

 

 

 （共済見舞金等の請求） 

第４条 災害共済見舞金（以下「共済見舞金」

という。）を請求するときは、共済見舞金請

求書（別記様式第５号）に、次の各号に掲げ

る書類を添付して支部に提出しなければなら

ない。ただし、死亡又は条例第７条第２項に

規定する自賠法施行令における第１級、第２

級の後遺障害（以下「自賠法施行令における

第１級、第２級の後遺障害」という。）若し

くは同項に規定する身障者福祉法施行規則に

おける１級の身体障害（以下「身障者福祉法

施行規則における１級の身体障害」という。

）に該当したことによる請求の場合は、支部

を経由して組合に提出しなければならない。 

 (1)～(7) （略） 

 

 

 

 (8) その他組合の管理者（以下「管理者」と

いう。）が必要と認める書類 

２・３ （略） 

４ 条例第16条に規定する葬祭費を請求すると

きは、葬祭費請求書（別記様式第11号）に、

第１項第１号から第５号まで及び第８号に掲

げる書類を添付して支部に提出しなければな

らない。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 



別記様式第１号を次のように改める。 

別記様式第１号（第２条関係） 

 

 

 

 



別記様式第２号の２及び別記様式第３号を次のように改める。 

別記様式第２号の２（第２条関係） 

 

 

 

 



別記様式第３号（第２条関係） 

                     （表） 

 

 

 

 



                     （裏） 

 

 

 

 

 



改   正   前 改   正   後 

別記様式第５号（第４条関係） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第５号（第４条関係） 

 



改   正   前 改   正   後 

別記様式第６号（第４条関係） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第６号（第４条関係） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改   正   前 改   正   後 

別記様式第９号（第４条関係） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第９号（第４条関係） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改   正   前 改   正   後 

別記様式第10号（第４条関係） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第10号（第４条関係） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改   正   前 改   正   後 

別記様式第11号（第４条関係） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第11号（第４条関係） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改   正   前 改   正   後 

別記様式第15号（第６条関係） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第15号（第６条関係） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改   正   前 改   正   後 

別記様式第17号（第６条関係） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第17号（第６条関係） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改   正   前 改   正   後 

別記様式第19号（第６条関係） 

 

 

別記様式第19号（第６条関係） 

 

 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の市町村交通災害共済条例施行規則（以下「新規則」とい

う。）第４条第１項及び第４項、別記様式第５号、別記様式第６号、別記様式第９号か

ら別記様式第11号まで並びに別記様式第15号の規定は、令和６年８月１日（以下「適用

日」という。）以後の災害共済見舞金、死亡弔慰金、障害見舞金及び葬祭費（以下この

項において「共済見舞金等」という。）の請求並びに交通遺児等年金の申請について適

用し、適用日前の共済見舞金等の請求及び交通遺児等年金の申請については、なお従前

の例による。 

３ 新規則別記様式第１号、別記様式第２号の２及び別記様式第３号の規定は、適用日以

後の共済期間について加入する者に適用し、適用日前の共済期間について加入する者に

あっては、なお従前の例による。 

４ この規則による改正前の別記様式第５号、別記様式第６号、別記様式第９号から別記

様式第11号まで及び別記様式第15号による用紙は、当分の間使用することができるもの

とする。 


